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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子の表面に
酸化亜鉛を被覆した複合粉体と、
（Ｂ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子とを含有
し、
前記（Ｂ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子が、
平均粒径３～８μｍの粒子群と、平均粒径２５～３５μｍの粒子群とを組み合わせたもの
からなることを特徴とする凹凸補正用固形化粧料。
【請求項２】
前記（Ｂ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子を構
成する平均粒径３～８μｍの粒子群と平均粒径２５～３５μｍの粒子群との重量比が１：
１０～１０：１の範囲内である、請求項１に記載の凹凸補正用固形化粧料。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、凹凸補正用固形化粧料、特に小皺や毛穴の凹凸補正効果が高く、しかも、白
浮きしにくく、塗布する際の使用感にも優れた凹凸補正用固形化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、小皺や毛穴、あるいはきめの粗さといった肌の凹凸を目立たなくするための
化粧料が望まれており、各種検討がなされている。このような凹凸補正効果をもたらす化
粧料として、光拡散効果のある粉末成分を配合することが提案されている。光拡散効果の
ある粉末成分を配合することにより、化粧塗膜を透過した光が拡散され、下地（肌）の明
暗の境界をぼかすことにより、凹凸が目立たなくなると考えられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、シリコーン樹脂被覆シリコーンゴム等の親油性基粉体の表面
に酸化亜鉛を被覆した複合粉体と、油分とを含む油性皮膚外用剤が開示されている。複合
粉体は、プラスミノーゲンアクチベーターを吸着してその活性を阻害することから、肌荒
れ改善・防止効果に優れるとされている。また、複合粉体は高い光拡散性を有することか
ら、肌の凹凸補正効果にも優れることが示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、シリコーンゲル基材を連続相とし、これに架橋型シリコーン・
網状型シリコーンブロック共重合体からなるシリコーン粉末と、架橋型ポリメタクリル酸
メチル（ＰＭＭＡ）粉末とを配合した油性化粧料が開示されている。シリコーン粉末とＰ
ＭＭＡ粉末とを併用し、かつこれらの配合比を所定の範囲とすることにより、優れた補正
効果、素肌感及び透明感を得られることが示されている。
【０００５】
　しかしながら、従来よりも優れた補正用化粧料、すなわち、高い凹凸補正効果を有する
と同時に、白浮きしない自然な素肌感を与え、使用感触に優れた凹凸補正用固形化粧料が
依然として望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２１７６２１号公報
【特許文献２】特開２００５－４１７９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたものであり、高い凹凸補正効果を発揮すると同時
に、肌特有の透明感を損なうことがなく、塗布する際にさらさら感、滑らかさ等の使用感
触に優れた凹凸補正用固形化粧料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、（Ａ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセス
キオキサン）クロスポリマー粒子の表面に酸化亜鉛を被覆した複合粉体と、（Ｂ）所定の
平均粒径の（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子とを
組み合わせて配合することにより、高い凹凸補正効果を有すると同時に、白浮きを生じに
くく、使用感触を改善できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち本発明は、
（Ａ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子の表面に
酸化亜鉛を被覆した複合粉体と、
（Ｂ）平均粒径が１～５０μｍである（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン
）クロスポリマー粒子と
を含有する凹凸補正用固形化粧料を要旨とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る凹凸補正用固形化粧料によれば、（Ａ）（ビニルジメチコン／メチコンシ
ルセスキオキサン）クロスポリマー粒子の表面に酸化亜鉛を被覆した複合粉体と、（Ｂ）
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（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子とを組み合わせ
て用いることにより、凹凸補正効果、肌の透明感、使用感触の全てに優れた化粧料を提供
することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の凹凸補正用固形化粧料は、
（Ａ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子の表面に
酸化亜鉛を被覆した複合粉体と、
（Ｂ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子と
を含有することを特徴とする。以下、本発明について詳述する。
【００１２】
＜（Ａ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子の表面
に酸化亜鉛を被覆した複合粉体＞
　（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子の表面に酸化
亜鉛を被覆した複合粉体（以下、「（Ａ）複合粉体」と称する）は、（ビニルジメチコン
／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子の表面に酸化亜鉛を複合一体化した
粉体である。
【００１３】
　（Ａ）複合粉体の基材となる（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロ
スポリマー粒子は、シリコーンゴム表面に３次元網目状のシリコーン樹脂を結合させて被
覆したシリコーン複合パウダーである。なかでも、粒子形状が球状であるものは、光拡散
効果が高く、自然な素肌感を付与することができ、使用感触の改善効果にも優れるため好
適である。当該クロスポリマー粒子の平均粒径は、１～２０μｍ、特に好ましくは１～１
０μｍである。市販品としては、例えば、信越化学工業株式会社製の商品名「ＫＳＰ－１
００」等が好適に用いられる。なお、本明細書中、「平均粒径」とは、レーザー回折・散
乱法によって求めた粒度分布における累積の５０％粒子径を意味する。
【００１４】
　（Ａ）複合粉体の（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー
粒子表面に被覆される酸化亜鉛は、化粧品に一般的に用いられる微粒子状のものであれば
特に制限されない。酸化亜鉛の平均粒径は、（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオ
キサン）クロスポリマー粒子の表面に被覆できるものであれば特に限定されないが、平均
粒径の比が（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子：酸
化亜鉛＝１：１～１００００：１、さらに５：１～１０００：１であることが好ましい。
【００１５】
　（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子の表面に酸化
亜鉛を被覆し複合一体化する方法は特に限定されるものではなく、例えば、機械的に強力
な圧縮・剪断力をかけて混合する方法、特に、特許文献１に記載されているメカノフュー
ジョン処理を用いることができる。
　複合粉体は市販品であってもよく、例えば、日本ピグメント株式会社製の商品名「ＨＦ
Ｐ－ＳＺ－１３」などを用いることもできる。
【００１６】
　本発明の凹凸補正用固形化粧料における（Ａ）複合粉体の含有量は、本発明の効果が得
られる範囲であれば別段限定されず、適宜調整して用いることができるが、０．００１～
１０質量％、好ましくは０．１～５．０質量％、さらに好ましくは１．０～５．０質量％
である。０．００１質量％未満であると凹凸補正効果が十分に発揮されない場合があり、
１０質量％を超えると使用感触が損なわれる傾向がある。
【００１７】
＜（Ｂ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子＞
　（Ｂ）（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子（以下
、「（Ｂ）クロスポリマー粒子」と称する）は、上述した（Ａ）複合粉体の基材に用いら
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れる（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー粒子と同様に、
シリコーンゴム表面に３次元網目状のシリコーン樹脂を結合させて被覆したシリコーン複
合パウダーである。
【００１８】
　（Ｂ）クロスポリマー粒子の形状は、自然な素肌感の付与効果や使用感触に優れるため
球状のものが好適である。（Ｂ）クロスポリマー粒子の平均粒径は、白浮きを生じにくく
、使用感触に著しい改善効果を発揮することから１～５０μｍであることが好ましい。当
該範囲内であれば、平均粒径の異なる複数の粒子群を組み合わせて用いることもできる。
なかでも、平均粒径が３～８μｍのもの（以下、「粒子群（Ｉ）」と称する）は毛穴補正
効果に優れ、平均粒径が２５～３５μｍのもの（以下、「粒子群（ＩＩ）」と称する）は
使用感触に優れる傾向がある。このため、これらの粒子群（Ｉ）及び（ＩＩ）を組み合わ
せて用いることにより、毛穴を自然にぼかす効果が高いだけでなく、塗布する際のさらさ
らで滑らかな感触を著しく向上させることができる。この場合、粒子群（Ｉ）と粒子群（
ＩＩ）とを、重量比がＩ：ＩＩ＝１：１０～１０：１の範囲となるように配合することが
好ましい。
　（Ｂ）クロスポリマー粒子の市販品としては、例えば、信越化学工業株式会社製の商品
名「ＫＳＰ－１００」、「ＫＳＰ－１０１」、「ＫＳＰ－１０２」、「ＫＳＰ－１０５」
等が好ましく、特に平均粒径が３０μｍである商品名「ＫＳＰ－１０２」等と平均粒径が
５μｍである商品名「ＫＳＰ－１００」等とを組み合わせて用いることが好適である。
【００１９】
　本発明の凹凸補正用固形化粧料における（Ｂ）クロスポリマー粒子の含有量は、本発明
の効果が得られる範囲であれば別段限定されず、適宜調整して用いることができるが、０
．００１～１５質量％、好ましくは０．１～１２質量％、さらに好ましくは１．０～１０
質量％である。０．００１質量％未満であると使用感の改善効果が十分に発揮されない場
合があり、１５質量％を超えると製剤処方上好ましくない場合がある。
【００２０】
＜他の配合可能成分＞
　本発明にかかる凹凸補正用固形化粧料は、化粧料や医薬部外品の分野で通常配合されて
いる油分、例えば、液体油脂、固体油脂、ロウ、炭化水素、高級脂肪酸、高級アルコール
、エステル油、フッ素系油分などを含むことができる。
　具体的には、アボガド油、ツバキ油、マカデミアナッツ油、ミンク油、オリーブ油、ヒ
マシ油、ホホバ油、トリグリセリン、トリオクタン酸グリセリンなどの液体油脂、流動パ
ラフィン、スクワラン、パラフィン、セレシン、スクワレンなどの炭化水素、ラウリン酸
、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、オレイン酸、１２－ヒドロキ
システアリン酸、イソステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸などの高級脂肪酸、ラウ
リルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オレ
イルアルコール、モノステアリルグリセロールエーテル、モノパルミチルグリセロールエ
ーテル、コレステロール、フィトステロール、イソステアリルアルコールなどの高級アル
コール、イソノナン酸イソノニル、ミリスチン酸イソプロピル、オクタン酸セチル、ミリ
スチン酸オクチルドデシル、ステアリン酸ブチル、オレイン酸デシル、ジオクタン酸エチ
レングリコール、リンゴ酸ジイソステアリル、トリオクタン酸トリメチロールプロパン、
トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラオクタン酸ペンタエリスリトール
、トリオクタン酸グリセリン、トリイソステアリン酸グリセリン、酢酸エチル、酢酸ブチ
ル、酢酸アミルなどのエステル油、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキ
サン、メチルハイドロジェンポリシロキサン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン
などの直鎖状シリコーン油、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘ
キサシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサンなどの環状シリコーン油、ミツロ
ウ、キャンデリラロウ、綿ロウ、カルナウバロウ、ベイベリーロウ、イボタロウ、鯨ロウ
、モンタンロウ、ヌカロウ、ラノリン、カポックロウ、モクロウ、酢酸ラノリン、液状ラ
ノリン、サトウキビロウ、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル、還元ラノ
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リンワックス、パラフィンワックス、ＰＯＥラノリンアルコールエーテル、ＰＯＥラノリ
ンアルコールアセテート、ＰＯＥコレステロールエーテル、ラノリン脂肪酸ポリエチレン
グリコール、脂肪酸クリセリド、硬化ヒマシ油、ワセリン、ＰＯＥ水素添加ラノリンアル
コールエーテル等の常温で固形又は半固形状の油脂等が挙げられる。
　本発明においては、これらの１種または２種以上を組み合わせて使用することができる
。
【００２１】
　また、本発明の効果を損なわない範囲内で、化粧料や医薬部外品の分野で通常配合され
ている成分、例えば紫外線吸収剤、保湿剤、香料、界面活性剤、各種薬効成分、防腐剤、
酸化防止剤、粉体、色素等を必要に応じて配合することができる。
　特に、感触改良剤、滑剤として知られる化粧品成分、例えばポリメタクリル酸メチル、
シリカ、ジメチルシリル化シリカ等をさらに配合してもよい。
【００２２】
　本発明にかかる凹凸補正用固形化粧料は、従来から使用されている方法に準じて製造す
ることができる。例えば、油分および粉体成分を別途混合し、油分に粉体成分を加えて撹
拌し、充填し、必要に応じてプレスを行うことなどにより製造することができる。
【００２３】
　本発明にかかる凹凸補正用固形化粧料の使用用途は、特に、顔または身体用の凹凸補正
用のバーム、固形クリーム、スティック等の製品に応用することが可能である。
【実施例】
【００２４】
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例によ
り限定されるものではない。配合量については特に断りのない限り質量％を示す。
【００２５】
　下記の表１に示す処方にて凹凸補正用固形化粧料（試料）を調製し、毛穴補正（ぼかし
）効果、白浮きの無さ、さらさら感・滑らかさについて下記の評価方法に従って調べた。
結果を表１に併せて示す。
【００２６】
　１０名の専門パネルにより、各試料を頬に塗布し、塗布後の肌上の毛穴、微細な皺など
の凹凸を視覚的に目立たなくする効果（毛穴補正（ぼかし）効果）、肌の自然な透明感（
白浮きの無さ）、塗布する際の使用感触（さらさら感・滑らかさ）について、それぞれ下
記の評価基準により評価した。
　◎：専門パネル１０名中８～１０名が良いと評価した
　○：専門パネル１０名中５～７名が良いと評価した
　△：専門パネル１０名中２～４名が良いと評価した
　×：専門パネル１０名中０～１名が良いと評価した
【００２７】
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【表１】

　＊１：ＫＳＰ－１００（信越化学工業株式会社製）
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　＊２：ＫＳＰ－１０２（信越化学工業株式会社製）
　＊３：ＨＦＰ－ＳＺ－１３（日本ピグメント株式会社製）
【００２８】
　表１に示されるように、（Ａ）複合粉体を配合せずに、（Ｂ）クロスポリマー粒子に該
当する成分を配合しても、全ての評価項目において十分な結果は得られなかった（比較例
１）。また、（Ａ）複合粉体を配合しない場合には、肌触りを改善する成分として知られ
るナイロン－１２、含水シリカを配合しても、白浮きが目立ち、塗布の際の使用感触も悪
かった（比較例２、３）。さらに、特許文献２において必須成分とされているポリメタク
リル酸メチル（ＰＭＭＡ）粉末を配合しても、使用感触や肌の透明感の点で十分な効果が
得られなかった（比較例４）。特筆すべきことに、（Ａ）複合粉体を配合しない場合には
、（Ｂ）クロスポリマー粒子を配合しても、使用感触すら満足な結果を得ることができな
かった（比較例１～４）。
　これに対し、（Ａ）複合粉体と（Ｂ）クロスポリマー粒子の両方を配合した場合には、
全ての評価項目において満足できる結果が得られた（実施例１～７）。特に、（Ｂ）クロ
スポリマー粒子として、平均粒径が５μｍのものを配合した場合には毛穴補正効果に優れ
（実施例１～５）、平均粒径が３０μｍのものを配合した場合には使用感触に優れる傾向
があることが確認された（実施例６、７）。この傾向を反映するように、（Ｂ）クロスポ
リマー粒子として、平均粒径が５μｍのものと、３０μｍのものとを組み合わせて配合し
た場合には、毛穴補正効果と使用感触の両方で高い評価が得られた（実施例６）。
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